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研究成果の概要（和文）：本研究は，物品およびサービスに関する国際的なＢ２Ｃ取引（事業者・

消費者間の取引）を中心に，その法的規律につき，日本における立法，判例，学説を体系化し

て英語によって世界に向けて情報発信するとともに、日本法の抱える問題点を析出して提言を

行うことを目的としている。その成果として、Ｂ２Ｂ班とも協力して、この分野の重要判例（170

件あまり）を英訳してデータベース化するとともに、日本の契約法および海商法の体系的な解

説を英文で作成し、ウェブサイトで公表した。また、国際的な物品サービス取引に関する諸問

題の検討のために、日本及び韓国でワークショップを主催したほか、内外で開催されたシンポ

ジウムに参加し、情報発信を行った。

研究成果の概要（英文）： Our study aims to offer comprehensive information in English on

the present legal situation in Japan concerning goods and service transactions in business

to consumer settings, so that those who are interested in Japanese law could obtain the

general idea and basic information on this subject. We posted, on our Website in English,

an overview of relevant Japanese laws (contract law etc.) and information of Japanese

court cases. We also hosted international workshops in Japan and Korea to conduct

comparative studies on international transactions of goods and services in addition to

participating in several symposia held in Japan and abroad on relevant themes.
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１．研究開始当初の背景

(1)わが国における物品およびサービスに関

する取引は、消費者取引も含めて、急速に国

際化しつつあるが、それに対する法制度の対

応は、必ずしも十分なものとはいえない状況

にあった。

(2)また、日本法に関する情報は、（上記の分

野に限ったことではないが）世界に向けては

十分な形で発信されておらず、個々の研究者

による断片的な紹介に留まるなど、外から見

たときには必ずしも透明性の高いものではな

かった。このような透明性の欠如は、取引上

のリスクの一つとされ、日本に関連する国際

的な取引について（とりわけ外国企業が日本

の企業や消費者を相手に取引をするうえで）

障害となるものであった。

２．研究の目的

本研究は、上記のような状況を改善するた

め、物品およびサービスに関する取引、とり

わけ企業と消費者の間で行われる取引（Ｂ２

Ｃ取引）について、その法的規律につき、次

のような観点から研究を行い、その成果を世

界に向けて情報発信することを目的とした。

① 日本における法状況（立法、判例、学

説など）を整理する。

② 国際条約、国際統一規則などの国際的

ルールと、その適用にあたっての問題点等

を検討する。

３．研究の方法

(1) 研究代表者・研究分担者の任務

本研究では、研究代表者および研究分担

者について、次のような役割分担（主とし

て担当する分野等）を定めた。

①総括（全体の研究のとりまとめ、Ｂ２

Ｂ取引法班および総括班との連絡調整、

本領域研究の他班との連絡調整等）およ

び電子取引分野：早川

②サービス取引分野：河上

③物品取引分野：道垣内

なお、本研究の実施に当たっては、その

研究対象が本特定領域のＢ２Ｂ取引（企業

間取引）法班（研究代表者：佐野寛・岡山

大学教授）とも密接に関係するため、同班

との間で、合同の研究会、ワークショップ、

国際シンポジウムの開催、ホームページの

維持管理など、緊密な連携を図ることにし

た。

(2) 研究方法

研究期間全体を通じて、次のようなプロ

セスで研究を遂行した。

①日本の判例・文献によって、日本の物品

サービス取引法の現状を明らかにする。

②外国文献によって諸外国の物品サービス

取引法の現状を把握し日本法と比較する。

③外国に向けての、日本の物品サービス取

引法に関する情報発信の状況を、内外の文

献等によって把握する。

④以上の調査・分析を基礎として、日本の

物品サービス取引法を整理し、ウェブサイ

トを通じて英語で情報発信を行う。

⑤内外でシンポジウムまたはワークショッ

プを開催し、日本の物品サービス取引法の

現状を紹介するとともに、その問題点につ

いて検討する。



４．研究成果

(1)本研究の最大の成果は、物品サービス取引

に関する法的規律に関して、日本における立

法・判例・学説等を整理して世界に向けて英

語で情報発信を行ったことである。本特定領

域研究のこうした試みは、わが国では初めて

のことであり、海外の研究者、研究機関から

も、「日本法の透明化」を進める重要な一歩と

して高い評価を得ている。本研究では、具体

的に次のような形で情報発信を行った。

①ウェブサイトによる発信

世界に向けた情報発信の方法としてウェ

ブサイト（本特定領域全体のウェブサイトの

もとに、物品サービス取引法に関するウェブ

サイトをＢ２Ｂ取引法班と協働して設置し

た）を用いることとし、以下の情報を発信し

た。

・重要判例の選定および英訳

物品・サービス取引に関する重要な判例

（１７５件）を選定して、データベース化し、

事案の概要および判旨を英語に翻訳して公

開した。

・関連法に関する概説(Overview）の作成

日本の契約法、海商法、保険法に関する英

文の概説を作成して、公開した。これらの概

説においては、上記英訳判例のうち関連する

ものが参照できるようにしている。

②各種会合における報告・討論等による発信

次の各種シンポジウム、ワークショップ等

において、本計画研究およびＢ２Ｂ取引法班

のメンバーのみならず、内外の有識者も交え

て、以下のようなテーマでの報告・討論を行

うことを通じて、日本の取引法に関する情報

を発信した（以下の「取引法班」の作業は、

Ｂ２Ｃ班（本計画研究）とＢ２Ｂ班の協働に

よるものである）。

2007 年 1 月・取引法班主催ワークショップ

（京都）：「取引法を外に向けて表現する」

2007 年 7 月・UNCITRAL40 周年記念大会（オ

ーストリア、ウィーン）「グローバルな取引

のための現代法」

2008 年 11 月・特定領域総括班主催シンポ

ジウム(東京）：「取引法分野における日本法

の特色と問題点」

2008 年 12 月・取引法班＝金融法班共催ワ

ークショップ（大阪）「法制度の透明化によ

る外資導入の促進」

2009 年 9 月・取引法班＝マックス・プラン

ク国際私法・外国私法研究所共催ワークショ

ップ（ドイツ、ハンブルク）「日本の新保険

法について ── ドイツ保険契約法・ヨーロ

ッパ保険契約法原則との比較」

2009 年 9 月・取引法班＝リヨン大学アジ

ア・オリエント研究所共催レクチャー(フラ

ンス、リヨン）「日本の債権法改正について」

2009 年 10 月・国際法協会米国支部主催シ

ンポジウムパネル（米国、ニューヨーク）「ア

ジアにおける最近の国際私法の動向」

2009 年 12 月・取引法班＝韓国比較私法学

会共催「日韓『法の透明化』ワークショップ

－日本からの発信－」西江大学（韓国・ソウ

ル）等

③出版物による発信

物品サービス取引法に関する研究成果を

後述する研究論文等で公表した。

(2)本研究から得られたもう一つの成果は、

日本法を海外に紹介する作業を通じて、「日

本法を透明化」する上での立法から法適用ま

での全過程にわたる課題が明らかとなった

ことである。例えば、立法の際の法制審議会

での議論が、内閣法制局による具体的な条文

化作業の過程で、十分にくみ取られなかった

り、意味が変容したりすることが指摘され、

また、「日本法の透明化」という視点からは、

判例の紹介についてもその社会的背景抜き

には誤解を生むおそれがあるなどの点が問



題提起された。これらの課題については、今

後さらに個別的な検討が必要となろう。
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